
１　計画策定の趣旨

○急速な少子化の進展、女性の社会進出、家族・地域をめぐる環境の変化による子育ての
孤立感や負担感の増加、雇用環境の変化、保育所待機児童等、子どもを取り巻く環境は著
しく変化しています。

○国では、全ての子どもに良質な成育環境を保障し、子ども子育て家庭を社会全体で支援
することを目的とし、平成24年8月に、「子ども・子育て関連3法」が制定されました。
【具体的な取り組み】
（１）保育の場を増やし、待機児童を減らして、子育てしやすい、働きやすい社会を目指しま
す。
（２）幼稚園と保育所（園）のよいところをひとつにした「認定こども園」の普及を図ります。
（３）幼児期の学校教育や保育、地域の様々な子育て支援の「量の拡充」や「質の向上」を進
めます。

また、次世代育成支援対策推進法が改正され、法律の有効期限が10年間延長されまし
た。

○これまで松戸市では、平成15年7月「次世代育成支援対策推進法」の制定により、平成１７
年度を初年度とし、平成17年～21年次世代育成支援行動計画（前期計画）、平成22～26年
次世代育成支援行動計画（後期計画）を策定し、次世代を担う子どもの育成を支援するため
の様々な事業を展開してきましたが、子どもやその家族の取り巻く環境は依然、厳しい状況
があります。

○以上のことを踏まえて、妊娠から18歳までの子どもの健やかな育ちと子育てを市民全体で

支援する環境を整備する計画を策定します。
また本計画は、「子ども・子育て支援法」及び、「次世代育成支援対策推進法」に基づく計画
であり、「松戸市次世代育成支援行動計画（後期計画）」を引き継ぐものとして位置づけま
す。さらに、本市の上位計画である「松戸市総合計画」や保健や福祉、教育等に関する計画
などと整合を図った計画とします。

１ 計画策定の背景と趣旨

概要版

平成２７年度～３１年度 松戸市子育て応援

マスコット「まつドリ」

ぢから
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【計画期間】

本計画は、平成27（2015）年度を初年度とし、平成31（2019）年度までの5年間を

計画期間とします。

【計画の対象】
この計画は、おおむね18歳未満のすべての子どもとその家庭を対象としていま

す。
ただし、地域社会全体で子どもと子育て家庭を支援するという視点から全ての市

民をその対象として捉え、総合的な計画として策定します。

【諸計画との関係】
この計画は、「松戸市総合計画」の分野別計画として位置づけます。

２ 計画の位置づけ

2



２　子どもを取り巻く環境の変化

１ 松戸市の位置と人口推計

東京都に隣接したベッドタウン
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２ 松戸市の現状

市内分布図

保育所(園)の入所児童数と幼稚園の在園児数 (人) 出生数の推移

(人)

保育所(園)入所児童：毎年4月1日現在

幼稚園在園児：毎年5月1日現在
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出典：平成25年度松戸市子ども・子育て支援に関するアンケート調査より

３ 子どもや保護者の意向

未就学児保護者の就労希望

未就学児保護者の子育ての気持ち

平成21年と平成25年を比

較すると、子育てを肯定

的に感じていると同時に

不安や悩みが増加してい

ます。

子どもがいると毎日楽しい

子育てをすることで自分も成長している

子育てが自分の生きがいになっている

子育てについて不安になったり

悩むことがある

生活や気持ちにゆとりがないので、

子育てにいらだつことがある

子どもを虐待しているのではないかと

思うことがある

子育てから開放されたいと思うことがある

その他

無回答

73.6 

70.1 

34.6 

64.1 

39.6 

7.4 

25.4 

4.7 

0.2 

72.9 

72.5 

36.6 

54.0 

36.6 

7.0 

30.4 

3.9 

0.2 

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％

平成25年調査（ｎ＝1251） 平成21年調査（ｎ＝483）
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未就学児保護者が国や自治体に希望する政策

平成25年度をみると、1番に期待
することは、経済的支援策の充
実、2番目は、小児医療体制の確
立となっています。

いつでも必要な時に受診できるように小児医療のサービス体制を確立すること

小児医療への医療費助成制度の拡充を図ること

妊娠中の悩みや、育児や教育などについて気軽に相談できる、電話、面談、

メール相談などを充実させること

乳幼児を連れて気軽に集いその場で育児相談などが出来る施設（おやこＤＥ広場、

子育て支援センター）を増やすこと

一時預かり、ファミリーサポートなどの子どもを預けられる事業を充実すること

乳幼児がいても学んだり地域活動が出来るようにすること

乳幼児がいても街を歩きやすくするような都市基盤の整備を進めること

子育て中の家庭が優先入居できる公営の賃貸住宅を確保すること

児童手当や税制度の扶養控除額の増額、保育料の軽減など経済的支援策を充実すること

子どもが気軽に集い、遊びやスポーツなどができる体育施設や広場を増やすこと

子ども達が安心して外で遊んだり通学したり出来るようにすること

子ども達が地域の祭りや行事に参加する機会を増やすこと

初めて自分の子どもをもつ前に赤ちゃんと触れ合える機会を持つなど体験を増やすこと

児童虐待、いじめ、不登校などの予防、緊急避難などの子どもを守る対策を進めること

子どもたちが、学ぶ力や社会参加に必要な力を身につけることなどの学習支援を行うこと

いろいろな仕事や職業について地域の大人に教えてもらえる機会をつくること

認可保育所を整備するとともに、延長、休日等の事業の充実をすること

早朝から夕方まで必要な時に誰でも利用できる認定こども園をつくること（保護者の就労の有無に関わらず

保育・学校教育を行う児童通園施設）

認可外保育施設への補助等を充実すること

小学校の放課後などに生活の場を提供する放課後児童クラブの施設を充実すること

短時間雇用やフレックスタイムなどの柔軟な雇用制度の普及を事業所に働きかけること

産休や育児休業などが取りやすくなるよう事業所に働きかけること

その他

特にない

無回答
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0.0 

10.0 

42.9 

22.2 

2.5 

14.1 

-

11.2 

14.5 

3.3 

42.9 
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0％ 20％ 40％ 60％

平成25年調査（ｎ＝1251） 平成21年調査（ｎ＝483）
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自然の中で遊べる場所があること

山登りや川くだりなどの自然の体験ができる機会を増やすこと

友だちと食べたりおしゃべりをしたり、カード遊び、勉強、

読書、楽器の演奏など、自由にすごせる施設をつくること

野球やサッカーなどの練習ができる場所や、バスケットや

卓球などができる体育館を増やすこと

ダンスや工作、料理づくりなどを体験できる機会を増やすこと

バンド活動、ダンス、絵画、書道などの子どもたちの活動が

発表できる場所があること

学校以外の場所で、学ぶ力や社会参加に必要な力をつけること

などの学習支援を行うこと

大学、博物館、美術館などが見学できる機会を増やすこと

何かを知りたいときや学びたいときに、気軽にアドバイス

してくれる相談室やメール相談があること

子ども会などの地域の行事を増やすこと

ボランティア活動やグループ活動の情報や活動場所を

提供すること

参加できる地域の祭りを増やすこと

安心して外で遊んだり、通学したりすることが

できるようにすること

他の学校や他の地域の子どもたちとの交流の機会が

増えること

悩んだり困ったりしたときに、気軽に相談にのってくれる

相談室やメール相談を充実させること

赤ちゃんや小さなこどもたちとふれあう機会を増やすこと

その他

特にない

無回答
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25.4 

39.4 

30.1 
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7.5 

1.9 
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3.0 
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4.1 
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30.2 
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小学５年生（ｎ＝535） 中学２年生（ｎ＝512） 高校２年生（ｎ＝457）子どもが行政に期待する施策

子どもたちは、自由に

安心して過ごす施設

や遊べる環境整備を

求めています。
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母親

父親

親以外の家族（兄弟姉妹、祖父母など）

友だち

学校の同級生

異性の友達

同級生以外の友達

先輩

学校の先生（養護教論の先生を含む）

児童館や放課後児童クラブ、放課後
ＫＩＤS ルームの先生

学習塾や習い事の先生

74.6 

43.4 

26.4 

57.2 

-

-

-

-

19.3 

2.4 

7.5 

3 6

58.2 

23.6 

16.2 

-

76.0 

11.3 

7.0 

22.5 

12.1 

-

12.1 

60.2 

21.9 

16.6 

-

83.2 

22.1 

11.6 

21.9 

10.7 

-

4.8 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

小学５年生（ｎ＝535） 中学２年生（ｎ＝512） 高校２年生（ｎ＝457）

子どもが悩みがあるときの相談相手

やさしいか

協調性があるか

誠実か

責任感があるか

勇気があるか

自分なりの考えをもっているか

一人でも何かを決めることができるか

50.0 

73.3 

34.7 

63.2 

51.7 

64.1 

53.9 

52.3 

71.2 

40.6 

65.0 

47.1 

62.2 

59.6 

39.4 

67.0 

29.3 

60.6 

38.8 

55.6 

50.9 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

平成25年（ｎ＝535） 平成21年（ｎ＝484） 平成16年（ｎ＝495）

やさしいか

協調性があるか

誠実か

責任感があるか

勇気があるか

自分なりの考えをもっているか

一人でも何かを決めることができるか

41.2 

36.3 

29.3 

36.5 

28.5 

55.3 

48.2 

35.9 

32.3 

23.2 

33.3 

28.0 

57.2 

43.1 

33.2 

35.5 

27.0 

35.7 

24.6 

54.3 

47.4 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

平成25年（ｎ＝512） 平成21年（ｎ＝468） 平成16年（ｎ＝456）

子どもの自己評価（小学5年生） 子どもの自己評価（中学2年生）
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　　　　ｎ＝488　

年金など社会保障制度維持が困難になったり、

若い人の負担が増える

若い労働力が少なくなり経済活動が停滞してしまう

人口が減少し、地域の活気や活力がなくなってしまう

子ども同士が遊んだり、触れ合うことが少なくなり、
社会性・強調性が育ちにくくなる

子どものことについて、親が過保護になる

学歴偏重主義が進み、逆に受験戦争が激化する

特に大きな心配はないと思う

わからない

その他

無回答

85.7 

73.8 

60.5 

31.4 

18.0 

3.9 

0.0 

0.8 

0.8 

0.2 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

少子化問題が社会に与える影響について
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３　計画の基本的な考え方

～子ども力(ぢから)でつながる未来～
「子ども・家庭・地域がそれぞれに力を発揮しつながることで、全ての子どもの育ちが支

えられ、夢と希望にあふれた子どもが活躍できる街づくり」を行政、各関係団体、地域とと
もに実現します。

基本理念を具体化し、めざす方向を示すものとして、次のとおり３つの目標を掲
げます。

<Ⅰ>子どもの権利が尊重され、心豊かに育つことができる 【子どもの力】
<Ⅱ>家庭の子育て力が向上し、安心して子育てができる 【家庭の力】
<Ⅲ>地域の特色と活力を生かし、子どもと家庭を支える 【地域の力】

１ 基本理念

２ 基本目標

３ 施策の体系
【　基本目標　】 【　施策の方向　】 【　施　策　】

全ての子どもがともに育ちあう場を充実させる

幼保小が連携し、子どもの育ちを支える

子どもが心身ともに健やかに成長することができる 放課後に過ごせる場をつくる

<Ⅰ>子どもの権利が 子どもが自然や多様な文化に触れる機会をつくる

尊重され、心豊かに

育つことができる 子どもが自由に活動できる居場所をつくる

 【子どもの力】

子どもの学びや体験の機会を増やす

子どもが積極的に参画、活動できる機会をつくる

子どもが自分を信じる力をもてる

子どもの不安や悩みを解消する

子育てを楽しく感じられる機会を持つ

子育ての充実感を持つことができる

父親の育児参加を促進する機会をつくる

親が相談できる場所がある

<Ⅱ>家庭の子育て力

が向上し、安心して 子どもの育ちについて学ぶ機会をつくる

子育てができる 親の不安を軽減する

【家庭の力】 支援を必要とする家庭へのサポートを充実させる

妊娠中から親と子の心身の健康づくりを推進する

保育・子育て支援を充実させる

子育てと仕事を両立することができる

ワークライフバランスを推進する

子どもを犯罪や災害から守る

子育て家庭が暮らしやすい街づくり

<Ⅲ>地域の特色と 子育てしやすい住環境をつくる

活力を生かし、子ど

もと家庭を支える 地域で子育てに関わるネットワークを充実させる

【地域の力】 子どもからつながる地域づくり

地域で子どもとふれあう機会を増やす
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４　施策の方向

今後5年間で重点的に取組む事項
○計画の目標を着実に実現していくために、市民と地域の支えあいを重視しつつ、
次の事項については今後5年間で重点的に取り組んで行きます。

（１）子どもが心身ともに健やかに成長することができる

■全ての子どもがともに育ちあう場の充実■

子どもが心身ともに健やかに成長することができるよう「生きる」、「育つ」 「守られる」

という権利が尊重され、その健やかな育ちを支えるしくみとして、乳児期から学童期まで

の子どもの育ちを支える幼稚園・保育所（園）・小学校・放課後児童クラブが中心となっ

て顔の見える関係作りを強化し、地域の子育て支援機関とのつながりを深めていきま

す。
異文化交流や体験の機会を増やし、異文化に対する理解を深めることで、広い視野や

経験を持った人材の育成へとつなげていきます。

■子どもが自然や多様な文化に触れる機会の確保■
■子どもが自由に活動できる居場所づくり■

子どもの成長段階に応じた学びや体験の機会を増やし、子どもが安心、安全に過ごせ

る居場所をつくります。また、歴史や文化のある本市の自然環境を活かした豊富な体験

を通して、地域に興味や愛着を持ち、誇りと満足感を持てるような機会を増やしていきま

す。

（２）子どもが自分を信じる力をもてる
■子どもが参画する機会の推進■

子どもの「参加する」、「意見を表明する」といった権利を大切にし、子どもが自分を信じ
る力を持てるよう、地域の中の大人の暖かい見守りの中で、子どもが主体的に活動でき
る場や子どもが自ら相談できる場を確保します。

□重点的な取組み□
・幼稚園・保育所（園）・小学校の連携

・認定こども園の推進
・放課後子ども総合プランの策定

・環境資源（自然・文化・歴史）を活かした取り組みの拡充
・小中高生の居場所づくり

・学習支援、就労支援の充実
・子どもの参画の機会の推進
・社会適応の難しい青少年への支援の充実

１ 施策の方向と重点的な取組み

＜Ⅰ＞子どもの権利が尊重され、心豊かに育つことができる【子どもの力】
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（１）子育ての充実感を持つことができる

■子育てを楽しく感じられる機会の充実■

子育てに喜びや楽しさを感じられるよう、出産・子育てについて想像できるような

体験機会を親になる前の時期から確保していきます。また、子育て中の親子の交

流や支援の場の拡充、父親の育児参加を推進する取り組みなどを充実させていき

ます。

（２）親の不安を軽減する

■支援を必要とする家庭へのサポートの充実■

子育てをしている保護者の孤立感、負担感が高まっているといわれるなか、各種

支援サービスと結びつきにくい子育て家庭や、特に配慮の必要な子どもと家庭、ま

た学校や家庭だけでは支えきれない子どもへの支援を強化・充実させます。また、

支援者同士が網の目のように連携をとることができる地域づくり、人づくりの仕組

みを充実させていきます。

■妊娠中から親と子の心身の健康づくりの推進■

妊娠中から相談支援のできる保健師が中心となり、産科医療機関をはじめとす

る各関係機関や地域と連携し、包括的な支援ネットワークの構築を図り、妊娠・出

産・子育てまでの切れ目のない支援体制を充実させていきます。また、母親の不

安に寄り添い、孤立感が解消されるとともに、個々の生活に即した育児に関する知

識を学び、子育て環境を整えることを目的とした産前・産後の支援の充実を図りま

す。

（３）子育てと仕事を両立することができる
■保育・子育て支援の充実■

働く女性の増加に伴う待機児童の解消に向けた取組みや、就労形態の変化に伴
う多様な保育ニーズへの対応を充実させ、子育てと仕事等との両立を支援してい
きます。

□重点的な取組み□
・出産・子育てを想像できる機会の確保

・ひとり親家庭への支援の充実
・障害のある子どもを持つ家庭への支援の充実

・子どもの虐待予防・対策の強化
・妊娠・出産・子育てまでの切れ目のない支援体制の充実
・待機児童の解消

＜Ⅱ＞家庭の子育て力が向上し、安心して子育てができる【家庭の力】
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（１）子育て家庭が暮らしやすい街づくり

■子どもを犯罪や災害から守る■

■子育てしやすい住環境をつくる■

地域における自主防犯活動や防犯ボランティアなどの協力のもと、地域全体で子育てを

する家庭と子どもを見守り、子どもを災害や犯罪から守る環境を整えていきます。また、赤

ちゃん連れの保護者が安心して外出できるような「赤ちゃんぽけっと」の推進や地域・企

業・大学・行政が連携して、子どもたちと子育てを応援する取り組みや住環境の整備等を

していきます。

（２）子どもからつながる地域づくり

■地域で子育てに関わるネットワークの充実■

子育ての問題を地域の問題として捉え、地域の中で子育てに関わるネットワークの構築

を推進し、各団体間の連携を強化していきます。その中でも、学校や家庭だけでは支えき

れない子どもへの支援を強化・充実するために、学校を中心とした家庭と地域の連携を充

実させます。また、地域で子育て支援の担い手として活躍したいと考えている知識と経験

の豊富な人材の発掘や人材育成の観点から子育て支援者の研修等の体制の充実を図り

ます。

□重点的な取組み□

・学校を中心とした家庭と地域の連携

・子育て支援団体間の協働に向けた取組みの充実

・子どもを支援する人材の育成

＜Ⅲ＞地域の特色と活力を生かし、子どもと家庭を支える【地域の力】
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  ５　事業の推進に係る目標値

１ 区域の設定

３保健福祉センターの管轄
地域を基本の区域として「量
の見込み」、「提供体制の確
保内容」、「その実施時期」
について定めます。
※ただし、地域の状況、保護
者の利用・選択範囲等を考
慮し、需給調整は９支所管
轄区を視野に入れながら進
めます。

３つの区域
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２ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに
提供体制の確保の内容及びその実施時期

●事業計画上における施設名称や認定区分の内容
【施設名称】
特定教育・保育施設： 認可保育所、認定こども園、幼稚園
確認を受けない幼稚園： 新制度に移行しない幼稚園
特定地域型保育事業： 小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、

居宅訪問型保育事業

●量の見込み・確保方策等について、以下の目標人口を基に設定しています。

子ども・子育て支援事業計画では、教育・保育及び、地域子ども・子育て支援事業につ

いて、想定する人口を基に「量の見込み」を算出します。

想定する人口は、現状を踏まえた「推計人口」の他、子育て支援、まちづくり、教育など

における施策を講じることによる子育て世代の流入などの社会的要因を見込んだ人

口増として、新たに設定した「目標人口」を定めます。

目標人口・・・松戸市総合計画において５０万人都市を仮定した人口構成のうち、年少

人口構成比を平成２７年度の比率から補正（微増）した目標人口

推計人口・・・松戸市総合計画の推計人口（平成２１年度推計）の算出方法を基に、平
成２２年度～平成２５年度の実績を考慮した推計

認定区分 利用する教育・保育

１号認定 ３歳以上 幼稚園等での教育を希望する方 幼稚園、認定こども園（幼稚園機能）

２号認定 ３歳以上 保育園、認定こども園（保育園機能）

３号認定 ３歳未満 保育園、認定こども園、小規模保育事業等

対象

就労など保育の必要な事由に該当し、保育

園等での教育・保育を希望する方

目標人口 (単位：人)

H27 H28 H29 H30 H31

0歳児 3,859 3,939 4,026 4,083 4,107

1・2歳児 7,834 7,995 8,174 8,288 8,339

3～5歳児 11,427 11,662 11,922 12,089 12,163

推計人口 (単位：人)

H27 H28 H29 H30 H31

0歳児 3,859 3,812 3,763 3,714 3,656

1・2歳児 7,834 7,750 7,654 7,557 7,459

3～5歳児 11,427 11,226 11,097 11,117 10,993
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【参考】 

推計人口に基づく教育・保育の量の見込み         (単位：人) 

年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

１号認定（３～５歳）  6,390 6,265 6,177 6,174 6,096 

２号認定（３～５歳）  4,254 4,179 4,135 4,149 4,146 

  教育利用希望の強い２号 705 687 675 676 682 

  その他 3,549 3,492 3,460 3,473 3,464 

３号認定（１～２歳）  2,571 2,681 2,789 2,892 3,005 

３号認定（０歳）  305 454 601 744 883 

 

【参考】 

推計人口に基づく地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

   事業 / 年度     Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１

1 利用者支援事業 (か所数) 20 22 23 26 26

2 時間外保育事業 （人） 2,091 2,165 2,243 2,333 2,405

3 

放課後健全育成事業 （人） 3,119 3,098 3,072 3,019 2,976

(放課後子ども総合プラン) 低学年 （人） 2,401 2,396 2,365 2,324 2,291

高学年 （人） 718 702 707 695 685

4 子育て短期支援事業 （人） 739 729 721 716 707

5 乳児家庭全戸訪問事業 （人） 3,859 3,812 3,763 3,714 3,656

6 養育支援訪問事業 （人） 30 40 55 55 55

7 地域子育て支援拠点事業 （人日）130,608 149,463 167,652 185,316 202,282

8 

一
時
預
か
り
事
業 

1 号認定 

(幼稚園における在園児を対象) 
（人日） 69,054 67,840 67,059 67,181 66,432

2 号認定 

(幼稚園における在園児を対象） 
（人日） 48,000 54,000 54,000 60,000 60,000

乳幼児一時預かり事業等  （人日） 81,087 80,125 79,112 78,166 77,082

9 病児保育事業 （人日） 5,048 4,974 4,914 4,887 4,825

10 子育て援助活動支援事業 （人日） 4,200 3,850 3,500 3,150 2,800

11 妊婦健康診査事業 （人） 4,234 4,182 4,128 4,074 4,011
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【教育・保育の目標値】

（単位：人）

H27 H28 H29 H30 H31

6,390 6,508 6,636 6,715 6,744

9,361 8,965 8,456 7,902 7,645

特定教育・保育施設 33 5,320 4,811 4,257 4,000

確認を受けない幼稚園 9,328 3,645 3,645 3,645 3,645

H27 H28 H29 H30 H31

4,254 4,342 4,442 4,512 4,587

教育利用希望の強い２号 705 714 725 735 755

その他 3,549 3,628 3,717 3,777 3,832

4,254 4,347 4,535 4,740 4,852

特定教育・保育施設 3,505 3,925 4,230 4,540 4,652

幼稚園の預かり保育 160 180 180 200 200

市の独自対策※ 589 242 125 － － 

H27 H28 H29 H30 H31

2,571 2,766 2,978 3,171 3,361

2,571 2,766 2,978 3,189 3,399

教育・保育施設 1,802 2,125 2,305 2,478 2,580

地域型保育事業 144 227 439 711 819

市の独自対策※ 625 414 234 － － 

H27 H28 H29 H30 H31

305 470 643 818 992

636 726 785 926 994

教育・保育施設 608 686 710 781 824

地域型保育事業 28 40 75 145 170

市の独自対策※ － － － － － 

※市の独自対策としては、特定教育・保育施設の弾力化等を行います。

1号認定
(3～5歳)

年度

量の見込み

確保方策

計

3号認定
(1～2歳)

年度

量の見込み

確保方策

計

3号認定
(0歳)

年度

量の見込み

確保方策

計

計

2号認定
(3～5歳)

年度

量の見込み

計

確保方策

認定区分ごとの未就学児童数に対する利用率（量の見込み数/就学前児童数）

H27 H28 H29 H30 H31

1号 55.92% 55.81% 55.66% 55.54% 55.45%

2号 37.23% 37.23% 37.26% 37.32% 37.71%

3号（1～2歳） 32.82% 34.60% 36.43% 38.26% 40.30%

3号（0歳） 7.90% 11.93% 15.97% 20.03% 24.15%
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【地域子ども・子育て支援事業の目標値】
H２７年 H２８年 H２９年 H３０年 H３１年

（か所数） 20 22 23 26 26

（か所数） 20 22 23 26 26

（人） 2,091 2,236 2,393 2,535 2,673

（人） 2,091 2,236 2,393 2,535 2,673

（か所数） 68 81 98 122 137

（人） 7,700 8,023 8,423 8,691 9,025

低学年 （人） 3,838 4,039 4,199 4,332 4,499

高学年 （人） 3862 3984 4224 4359 4526

（人） 7,700 8,023 8,423 8,691 9,025

放課後児童クラブ
（低学年）

放課後KIDSルーム
（低学年）

放課後児童クラブ
（高学年）

放課後KIDSルーム
（高学年）

（か所数） 44 45 45 45 45

（か所数） (4) (4) (4) (4) (2)

（か所数） 14 17 20 23 26

（か所数） 14 17 20 23 26

（人） 739 755 772 783 787

（人） 365 755 772 783 787

（人） 3,859 3,939 4,026 4,083 4,107

（人） 3,859 3,939 4,026 4,083 4,107

（人） 30 40 55 55 55

（人） 30 40 55 55 55

（人日） 130,589 154,257 179,140 203,413 226,506

（人日） 130,589 154,257 179,140 203,413 226,506

（か所数） 19 21 22 23 23

（人日） 81,087 82,780 84,654 85,866 86,388

（人日） 73,985 82,780 84,654 85,866 86,388

(か所数) 20 22 22 22 23

量の見込み （人日） 69,054 70,469 72,046 73,061 73,502

確保方策 （人日） 33,600 60,450 70,953 73,061 73,502

量の見込み （人日） 48,000 54,000 54,000 60,000 60,000

確保方策 （人日） 48,000 54,000 54,000 60,000 60,000

（か所数） 33 40 40 40 40

（人日） 5,048 5,151 5,267 5,341 5,373

（人日） 4,584 4,641 4,693 4,782 5,373

(か所数) 1 2 3 3 3

(か所数) 2 1 1 2 3

（人日） 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

（人日） 1,600 2,250 2,900 3,550 4,200

（人） 4,234 4,322 4,418 4,481 4,505

（人） 4,234 4,322 4,418 4,481 4,505
11 妊婦健康診査事業

量の見込み

確保方策

病後児保育事業施設

10
子育て援助活動支援事業 量の見込み

(ファミリー・サポート・センター) 確保方策

9 病児・病後児保育事業

量の見込み

確保方策

病児保育事業施設

2号認定

1号認定

預かり保育実施幼稚園

7

8
一時預かり事

業

乳幼児一時預かり

事業等

量の見込み

確保方策

預かりを行う
地域子育て支援拠点

預かりを行う保育所

幼稚園

(幼稚園における在

園児を対象)

(か所数) 4 6 7 7

7

地域子育て支援拠点事業 量の見込み

(おやこDE広場・
確保方策

子育て支援センター)

5 乳児家庭全戸訪問事業
量の見込み

確保方策

6 養育支援訪問事業
量の見込み

確保方策

放課後KIDSルーム

放課後子ども総合プラン

4
子育て短期支援事業 量の見込み

（ショートステイ） 確保方策

3
放課後健全育成事業

(放課後子ども総合プラン)

量の見込み

計

確保方策

計

放課後児童クラブ

4141

（人） 366 368 387 367 385

（人） 3496 3616 3837 3992

2,208

（人） 2,401 2,396 2,365 2,324 2,291

（人） 1,437 1,643 1,834 2,008

(うち、施設拡大の必要な

放課後児童クラブ)

年度

1
利用者支援事業

(子育てコーディネーター・

保育コンシェルジュ)

量の見込み

確保方策

2 時間外保育事業

量の見込み

確保方策
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地域子ども・子育て支援事業

時間外保育事業
(延長保育)

保育所(園)へのお迎えが基本の保育時間を超える場合に延長して保育し
ます。

放課後児童健全育成事業
(放課後児童クラブ)

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に、授業の終了後に適切
な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図ります。

子育て短期支援事業
(こどもショートステイ)

出産や病気などの理由により、数日間にわたりお子さんの養育が出来なく
なった場合に預けることができます(夜間・休日養護もあり)。

乳児家庭全戸訪問事業
生後4か月までの赤ちゃんがいる全ての家庭に保健師・助産師が訪問し、
育児などの相談や子育て支援の情報提供を行います。

養育支援訪問事業
育児支援や家事援助等が必要でありながら、積極的に自ら支援を求めて
いくことが困難な状況にある家庭に、訪問による支援を行います。

子どもを守る地域ネットワーク(松戸
市子どもと女性に対する暴力防止対
策地域協議会)機能強化事業

松戸市子どもと女性に対する暴力防止対策地域協議会の機能強化を図る
ため、ネットワーク構成員の専門性強化と、地域住民への周知を図る取組
の実施する事業です。

地域子育て支援拠点事業
(おやこDE広場・子育て支援セン
ター)

乳幼児と保護者が気軽に集い、友達づくり・情報交換等に利用できる広場
です。また、育児相談・子育て講座・サークル支援なども行っています。

一時預かり
(保育所等)
(おやこDE広場等)
(幼稚園)

幼稚園・保育所(園)・おやこDE広場などで、一時的にお子さんを預かりま
す。施設によって料金や時間が異なります。幼稚園は、在園児の預かり保
育を行っています。

病児・病後児保育事業
病気治療中で当面症状の急変が認められない状態又は病気の回復期で、
集団保育や家庭での保育が困難な児童の保育を一時的に行います。

子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター）

地域の中で育児の援助を行いたい人（提供会員）と育児の援助を受けたい
人（利用会員）が会員となり、保育園の送り迎えや放課後児童クラブの帰
宅後の預かり等、育児についての助け合いを行う会員組織です。

妊婦健康診査事業
母子健康手帳の別冊の受診票により、妊娠中に14回、原則として県内の
医療機関で健康診査が受けられます。

利用者支援事業
(子育てコーディネーター)

おやこDE広場・子育て支援センターに松戸市認定の子育てコーディネー
ターを配置し、様々な悩みや相談を受け、地域の子育て支援施設や専門
機関につなぐ支援をします。
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３ その他事業の目標値

　　 事業 　　　　　　 H26 H27 H28 H29 H30 H31

1 児童館機能施設の整備 (か所数) 3 3 4 4 5 5

2 こどもの遊び場の活用 (か所数) 2 3 3 5 5

3 生活困窮世帯の中学生の学習支援 (人) 30 60 90 90 90 90

4 中高生と赤ちゃんのふれあい体験 (校) 4 5 7 7 9 9

5 産後の支援 (人) 150 180 210 240 270 300

6 地域の子育て支援者の人材育成 (人) 70 140 180 250 320 360

7 地域の子育てボランティアの育成 (人) 20 70 120 170 220 270

(実績)
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６　計画の評価と推進体制

１ 評価指標と評価の公表

○本計画の評価については、本計画の施策の推進により政策目的の達成度（市民満足度の
向上）を測れるものとして、次の３つの視点を評価指標として設定し、毎年の調査結果の経年
変化を分析するなどにより総合的に評価します。

①施策の体系における「施策の方向」レベルでの子育て中の市民及び子どもの意識の変化
について、アンケート調査を実施し、指標とします（アウトカム指標）。
②重点的取組みの年度ごとの取組みの達成について指標とします（アウトプット指標）。
③事業の推進にかかる目標値を指標とします（アウトプット指標）。

○毎年1回評価を実施し公表します。

○平成２９年（中間年）に見直しをはかります。

２ 計画の推進体制

○本計画を確実に推進していくためには、計画そのものの精度を維持するための仕組みを
構築することが求められます。

①多岐にわたる実施施策をわかりやすく利用者へ伝える情報発信の仕組み。
②地域の子育て支援者の人材の育成と確保の仕組み。
③本市行政内部において計画の確実な実行、推進、達成に向けて、全庁的に課題設定し、
事業の実施及び評価を行える仕組みを総合調整する組織。
④松戸市子ども・子育て会議における計画の点検・評価・見直し。
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